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夏季休暇の取得期間の特例について（通知） 

 

 

このことについて、令和５年においても、下記のとおり夏季休暇の取得期間にかかる特

例措置を実施しますので、職員に措置内容の周知を図っていただきますようお願いします。 

なお、各市町組合教育委員会にあっては、管内各学校に対し、このことを通知願います。 
 

記 

 
 

夏季休暇の取得期間  ５月から 10 月まで 

                  （現行：６月から９月まで） 

様 


